
 

 

 

                 子どもの権利条約 

子どもは、自分の思いに反することや、今最も心地いいことではなかったり、転んだりして痛い時、泣いた

り、ギャーギャー言ったりして、自分の意思を大人に表現して伝えます。そんな時、「あーこうしたかったの

ね！」「痛かったね！」「あっちに行きたかったのね！」等といって、かかわると、すぐに泣き止んで、「自分

の気持ちがかなえられた」と思い、満足し、泣き止みます。 

ところが、自分の思いがかなえられず、「今忙しいから後で！」「それはできない！」などという大人の対応

により、自分の気持ちが通じなかった場合、いつまでもしつこく泣くか、諦めて、もうなにも言わなくなって

しまいます。さらに、お兄さん、お姉さんになってからですが、大人が、下の子（小さい妹・弟）に手を取ら

れ、気持ちを聞いてあげなかったり、小さい子と差別したりすることが少しでもあれば、余計にわがままにな

ってダダをこねたりするのかもしれません。 

 子どもって、乳児の時から非常に繊細で、自分の意思があり、その気持ちをわかってほしいと大人に求めて

いるのです。 

 

今、保育園にお子様を預け、一生懸命仕事をして、疲れ切ってお子様をお迎えに来られている保護者の方々、 

毎日毎日大変でしょうけれど、少し立ち止まって、子育て・子どもの権利・子どもの素晴らしさについて、見

つめ直してみませんか？ 

 

子どもの権利条約は、子どもは「弱くて大人から守られる存在」という考え方からそれだけではなくて、こ

どもも「一人の人間として人権（権利）を持っている」、つまり、「権利の主体」だという考え方に大きく転換

させた条約です。子どもを権利の主体ととらえ、大人と同様に一人の人間として持つ様々な権利を認めると同

時に成長の過程にあって、保護や配慮が必要な子どもならではの権利も定めているというのが、子どもの権利

条約の特徴です。 

  

子どもの権利条約の基本的な考え方は、次の 4つです。 

① 差別の禁止（差別のないこと） 

② 子どもの最善の利益（子どもにとってもっともよいこと） 

③ 生命、生存及び発達に対する権利（命を守られ、成長できること） 

④ 子どもの意見の尊重（子どもが意味のある参加ができること） 

 

 

この 4つの考え方を、私達大人が頭の中に刻み、子育てをするとき、保育をするとき、ちょっと立ち止まっ

て、子どもに嫌な思いをさせていなかっただろうかと、振り返って考えていくべきことなのかもしれないです

ね！ 子どもって、大人以上に、敏感で、何でも分かっています！ 

                                  伊籐美佳子        
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     ２月  行事予定  

 

 

 

日 月 火 水 木 金 土 

１ 休園 ２  ３ ダンス 

豆まき 

４ ５  

 

６ダンス発表会 

年少・年中児 

年長（ＥＣＣ） 

７ダンス発表会 

年長児 

８ 休園 ９ 体操教室 

 

10ダンス 11 休園 

建国記念日 

12 誕生会 

卒園記念写真撮影 

13 14 こじか開放日 

 

15 休園 

 

16  体操教室 

 

17 ダンス 

 

18 ヨガ 

 （年長児） 

19   

 

20 

 

21  

22 休園 

 

23  休園 

 天皇誕生日 

24 ダンス   25 交通講話 

（警察署～） 

26 ＥＣＣ 

英語遊び（年長） 

27 絵画教室 

桜山小学校見学 

28こじか開放日 

１ 休園 ２   

 

３ ダンス 

ひな祭り 

４ 自由活動 ５ 誕生会 

 

６ ７ 園内研修 

（わらべ歌） 

 
★体操教室・ダンスは、きりん・つばさ組、絵画教室・ヨガはつばさ組 ★2月 12日・3月 5日（木）誕生会   
★３月３日（火）ひな祭り ★3月 10日（火）お別れ会（年長・保護者） ★３月１４日（土）卒園式  

保育のねらい 

★ 生活のリズムを 

徐々に整える 

★ 寒さに負けず、 

戸外で元気に遊ぶ    

お知らせ 

節分の豆まきは、園内で２

月３日に行います。 

 

 

令和８年度・桜山保育園の

保護者会役員を希望され

る方は伊藤までお伝えく

ださい。よろしくお願いし

ます。    お待ちしていま

す 

          卒園式のお知らせとお願い 

 卒園式は、３月 14 日（土）10 時からです。詳細は、後日卒園児の保護者

の方々にご案内を差し上げます。3 月 14 日（土）、お仕事のご都合がつかれ

るところは、お休みのご協力をお願いします。卒園児のごきょうだいに関し

ましては、式の間、保育室でお預かりさせていただきます。 

           

卒園児お別れ会について 

3月 10日（火）10時から 2階ホールで、年長児・お別れ会を開催します。

お忙しい時期とは思いますが、保育園で過ごしたお友達との思い出を振り返

りながら楽しいひと時を過ごしたいと思います。ご参加いただければ大変う

れしく思います。尚、おうちの方のご参加は、１～２名までとさせていただ

きます。 

       2月 25日（水）、警察署のおまわりさん来園 

年長児は、4 月から自分の足で歩いて学校へ通わなければなりません。ま

た、親の目の届かない所で、友達同士で遊ぶ機会も増えることと思います。

そのような際に、交通事故や誘拐、危険な事に遭遇するかもしれないので、

以下のことについて、5，6歳児に分かるようにお話をしていただく予定です。 

 

① 交通ルールについて（信号機の色、横断歩道の渡り方） 

② 知らない人にはついていかない事 

③ 道路では遊ばない事 

④ おうちの人には必ず行く先を伝えて外出する事等 


